
公
益
制
度
改
革
の
意
義

現
在
、
内
閣
府
で
は
、「
新
し
い
時
代
の
公
益

法
人
制
度
の
在
り
方
に
関
す
る
有
識
者
会
議
」
の

最
終
報
告（
令
和
５
年
６
月
２
日
）に
沿
っ
て
、
公

益
法
人
制
度
お
よ
び
公
益
信
託
制
度
の
改
革
の
た

め
の
法
案
を
国
会
に
提
出
す
べ
く
作
業
中
で
あ
る
。

現
在
の
公
益
法
人
制
度
を
形
づ
く
っ
た
２
０
０

６
年
の
改
革
は
、「
行
革
」
の
旗
印
の
も
と
で
行

わ
れ
た
。
当
時
の
時
代
背
景
と
し
て
は
、
民
間
公

益
増
進
の
重
要
性
を
掲
げ
つ
つ
も
、
公
益
法
人
に

対
す
る
バ
ッ
シ
ン
グ

─
「
公
益
法
人
を
め
ぐ

る
諸
問
題
」
へ
の
対
処
と
い
う
性
格
が
色
濃
か
っ

た
と
思
う
。
新
し
い
公
益
法
人
は
「
公
益
性
を
有

す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
し
っ
か
り
し
た
規
律
」
が
確

保
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
点
が
強
調
さ
れ
、

「
収
支
相
償
」「
遊
休
財
産
保
有
規
制
」
等
と
い
っ

た
規
律
の
確
保
に
軸
足
を
置
く
制
度
運
営
が
な
さ

れ
て
き
た
よ
う
に
思
う
。

そ
し
て
今
日
、
国
際
情
勢
な
ど
を
み
て
も
不
確

実
性
・
環
境
変
化
・
技
術
革
新
が
加
速
す
る
中
で
、

内
閣
の
重
要
課
題
と
し
て
「
新
し
い
資
本
主
義
」

が
掲
げ
ら
れ
、
民
間
ソ
ー
シ
ャ
ル
セ
ク
タ
ー
の
担

い
手
が
時
代
の
変
化
に
柔
軟
・
迅
速
に
対
応
し
、

様
々
な
社
会
課
題
解
決
に
向
け
チ
ャ
レ
ン
ジ
ン
グ

な
取
り
組
み
を
展
開
す
る
こ
と
を
、
政
府
と
し
て

後
押
し
し
て
い
こ
う
と
い
う
流
れ
が
出
て
き
た
。

こ
う
し
た
時
代
の
風
向
き
の
変
化
の
中
で
、
新

し
い
資
本
主
義
実
現
会
議
に
お
い
て
、
経
団
連
会

長
か
ら
「
民
間
公
益
活
動
を
活
性
化
す
る
視
点
か

ら
の
公
益
法
人
制
度
改
革
」
が
提
唱
さ
れ
、
こ
れ

を
契
機
に
、
政
府
と
し
て
改
革
を
検
討
し
て
い
く

こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
具
体
的
な
検
討
の
場
と
し

て
、
経
団
連
等
か
ら
の
参
画
も
得
て
、
経
済
財
政

政
策
担
当
大
臣
の
も
と
に
「
新
し
い
時
代
の
公
益

法
人
制
度
の
在
り
方
に
関
す
る
有
識
者
会
議
」
が

開
催
さ
れ
、
民
間
公
益
活
性
化
の
視
点
か
ら
法
人

活
動
の
「
自
由
と
規
律
」
の
バ
ラ
ン
ス
を
新
し
い

時
代
に
合
っ
た
合
理
的
な
も
の
に
再
構
築
す
べ
く

議
論
が
行
わ
れ
た
。

公
益
制
度
改
革
の
方
向
性

今
回
の
制
度
改
革
は
、
こ
の
有
識
者
会
議
の
最

終
報
告
に
沿
っ
て
、
公
益
法
人
制
度
と
公
益
信
託

制
度
に
つ
い
て
、
統
一
的
視
点
の
も
と
に
一
体
的

に
行
う
改
革
で
あ
る
。

公
益
法
人
の
方
は
、「
公
益
性
」
を
担
保
す
る

ハ
ー
ド
ル
が
高
す
ぎ
る
が
ゆ
え
に
、
か
え
っ
て
変

化
へ
の
柔
軟
な
対
応
や
公
益
活
動
の
積
極
的
展
開

を
阻
害
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
一
方
、
公
益

信
託
の
方
は
、
い
ま
だ
透
明
性
の
低
い
「
主
務
官

庁
制
」
の
ま
ま
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
現
状
約
３

９
０
件
と
数
少
な
く
、
か
つ
減
少
傾
向
と
、
民
間

公
益
活
動
の
受
け
皿
と
し
て
十
分
活
用
さ
れ
て
い

民間公益活動の活性化に
向けた公益制度改革の推進

北
きたがわ
川 修

おさむ
内閣府大臣官房
公益法人行政担当室長
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図表 新しい資本主義の実現に向けた公益法人制度改革

現行制度への
法人の不満

・「儲けてはいけない、
ため込んではいけな
い」というルールのせ
いで資金の有効活用や
積極的な事業拡大がし
にくい

・事業内容の変更をす
る際にいちいち事前に
「変更認定」を求めら
れて時間がかかる

・報告書を毎年提出し
ているのに、定期的な
立入検査があり、負担
が大きい

〇 DXを推進し、わかりやすく一元的に公益法
人に関する情報を提供

〇 一律の事前規制から、重点化した事後チェッ
ク型の行政へ

〇 法人・経済界等との対話・連携の推進

公益法人

〇 公益法人が、多様で変化の激しい社会のニーズに柔軟かつきめ細やかに対応し、新たな事業展開にチャレンジ

〇 公益法人は、法人数約9,700、職員数約29万人、公益目的事業費年間約５兆円、総資産約31兆円を有しており、
その潜在力を最大限発揮して、新しい資本主義が目指す「民間も公的役割を担う社会」の実現に貢献

公益信託
〇 法人の経営判断で、社会的課題への機動的な取り組みを可能に
← 寄附などによる資金を効果的に活用して公益的活動を拡大
・公益目的事業の収支黒字を将来の活動拡大により使いやすくするために収支相償
原則を見直し

・将来の事業発展・拡充のための「公益充実資金」を創設
・法人が実情に応じ不測の事態へ対応するために必要な資金を確保しやすくする
ために遊休財産規制を見直し （財務規律の柔軟化・明確化）

← 公益認定・変更認定手続きや合併手続き等の柔軟化・迅速化
・公益性に大きな影響がない事業の変更は届け出化することにより、
柔軟・迅速な事業・組織の再編を可能に （行政手続きの簡素化・合理化）

〇 透明性と法人自らのガバナンスの向上で、国民からの信頼・支援を獲得

「公益法人」を使いやすく ⇒ 民間公益の活性化

国民・企業 行政
〇 公益法人の情報が可視化され、信頼性が向上
→ 自らの価値観に基づく選択により、公益法人を
寄附等で支援
→ 公益法人の活動を通じた社会的課題解決を実現

〇 民間公益の活性化による受益の拡大

〇 軽量・軽装備な
財産の公益活用手段

〇 公益法人と共通の
枠組みでより使いや
すい制度に

獲得

公益活動における
相互のシナジー

民間公益の
選択肢拡大

〇令和５年６月16日
新しい資本主義実行
計画・骨太方針

〇令和６年
改正法案国会提出予定

（法案が成立すれば）
〇令和７年度目途
新公益法人制度施行

〇令和８年度目途
新公益信託制度施行

〇令和５年６月２日
有識者会議最終報告

〇令和５年12月22日
税制改正の大綱

の
も
と
で
運
営
す
る
こ
と
で
、
シ
ナ
ジ
ー
効
果
を

生
ん
で
い
こ
う
、
と
い
う
発
想
で
あ
る
。

制
度
改
革
の
方
向
性
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

収
支
相
償
原
則
の
見
直
し

ま
ず
、
収
支
相
償
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
「
単

年
度
収
支
赤
字
を
強
い
る
も
の
で

は
な
い
」
と
い
う
運
用
の
考
え
方

を
一
層
拡
充
し
、「
中
期
的
な
収

支
均
衡
」
を
図
る
も
の
と
い
う
趣

旨
を
法
律
上
明
確
化
す
る
。
ま
た
、

「
将
来
の
公
益
事
業
の
持
続
・
発

展
性
の
た
め
に
留
保
す
る
資
金

（
現
行
の
「
特
費
」
を
使
い
勝
手

よ
く
改
良
す
る
「
公
益
充
実
資

金
」）の
積
み
立
て
は
費
用
と
み
な

す（
収
支
黒
字
か
ら
除
く
）」
こ
と

を
法
律
に
書
く
。
こ
の
条
文
改
正

に
基
づ
き
、「
収
支
相
償
」
と
い

う
言
葉
を
め
ぐ
る
現
場
の
混
乱
を
、

過
去
の
も
の
と
し
て
い
き
た
い
と

考
え
て
い
る
。

遊
休
財
産
保
有
規
制
の
見
直
し

遊
休
財
産
保
有
規
制
に
つ
い
て

は
、「
合
理
的
な
理
由
が
あ
る
場

合
は
公
益
目
的
事
業
費
₁
年
相
当

分
を
超
え
て
保
有
す
る
こ
と
も
可

能
と
す
る
が
、
そ
の
超
過
分
は
将

来
の
公
益
の
た
め
に
使
う
余
裕
資
金
的
な
も
の
と

し
て
保
有
し
て
い
る
こ
と
の
説
明
責
任
は
果
た
し

て
も
ら
う
」
と
い
う
趣
旨
の
条
文
化
を
検
討
し
て

い
る
。
あ
わ
せ
て
、「
遊
休
財
産
」
と
い
う
名
称

も
改
め
た
い
と
思
う
。「
公
益
目
的
事
業
費
₁
年

相
当
分
」
と
い
う
上
限
も
、
年
々
の
変
動
を
な
ら

す
た
め
、
中
期
的
に
み
る
こ
と
を
検
討
し
て
い
る
。

行
政
手
続
き
の
簡
素
・
合
理
化

「
変
化
に
対
応
す
る
ス
ピ
ー
ド
を
殺
さ
な
い
」

「
新
し
い
事
業
や
組
織
の
展
開
へ
の
チ
ャ
レ
ン
ジ

精
神
を
抑
え
つ
け
な
い
」
と
い
う
思
い
を
も
っ
て
、

認
定
手
続
き
の
簡
素
化
・
迅
速
化
や
合
併
手
続
き

の
透
明
化
を
具
体
化
す
べ
く
検
討
し
て
い
る
。

法
律
事
項
と
し
て
は
、「
収
益
事
業
等
の
内
容

の
変
更
」
に
つ
い
て
、
事
前
の
変
更
認
定
か
ら
事

後
の
届
け
出
に
改
め
る
方
向
で
あ
る
。

「
公
益
目
的
事
業
の
種
類
又
は
内
容
の
変
更
」

に
つ
い
て
は
、例
え
ば
、公
益
目
的
事
業
の
廃
止・

縮
小
や
、新
規
事
業
を
伴
わ
な
い
事
業
再
編
・
統

廃
合・事
業
の
く
く
り
の
変
更
な
ど
は
、変
更
認
定

で
は
な
く
事
後
の
届
け
出
で
よ
い
の
で
は
な
い
か

と
考
え
て
お
り
、
内
閣
府
令
や
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で

明
示
し
て
い
く
考
え
で
あ
る
。ま
た
、ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
を
大
幅
に
見
直
し
、
認
定
の
審
査
に
関
す
る
透

明
性
・
予
見
可
能
性
の
向
上
等
を
図
っ
て
い
く
。

自
律
的
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
充
実
と
透
明
性
の
向
上

自
律
的
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
充
実
と
透
明
性
の
向
上

な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
問
題
意
識
が
あ
る
。

公
益
法
人
・
公
益
信
託
が
、
共
に
十
分
そ
の
潜
在

力
を
発
揮
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ

「
使
い
勝
手
の
よ
い
」
制
度
に
変
え
て
い
こ
う
、

ま
た
、
社
会
的
機
能
が
近
い
両
制
度
を
一
つ
の
傘
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内閣府主催公益法人等制度改革に関する
対話フォーラム・パネルディスカッションの模様

は
、
財
務
基
準
や
行
政
手
続
き
を
柔
軟
化
・
合
理

化
し
、
法
人
運
営
の
自
由
度
を
拡
大
し
て
い
く
た

め
の
「
肝
」
と
な
る
。

「
透
明
性
」
に
関
し
て
は
、
国
民
に
と
っ
て
わ

か
り
や
す
い
財
務
情
報
の
開
示
が
重
要
で
あ
り
、

「
区
分
経
理
」
の
徹
底
を
検
討
し
て
い
る
。
こ
れ

は
、
財
務
規
律
の
柔
軟
化
や
、
行
政
が
求
め
る

「
別
表
」
の
廃
止
・
合
理
化
と
表
裏
一
体
の
関
係

に
あ
る
。

「
法
人
の
内
部
ガ
バ
ナ
ン
ス
」
に
つ
い
て
は
、

公
益
法
人
の
多
様
性
に
鑑
み
一
律
の
規
制
は
な
る

べ
く
避
け
、
法
人
が
自
主
的
・
自
律
的
に
、
自
分

た
ち
に
最
も
合
っ
た
や
り
方
で
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
充

実
を
図
る
、
と
い
う
考
え
方
を
ベ
ー
ス
と
し
つ
つ
、

法
人
の
経
営
裁
量
の
拡
大
に
よ
る
法
人
私
物
化
等

の
リ
ス
ク
増
大
に
対
す
る
必
要
最
小
限
の
制
度
的

担
保
と
し
て
、
外
部
理
事
・
監
事
を
導
入
す
る
こ

と
を
考
え
て
い
る
。「
外
部
理
事
」の
定
義
は「
過

去
10
年
間
業
務
執
行
理
事
・
使
用
人
で
な
か
っ
た

者
」
を
軸
に
、
小
規
模
法
人
へ
の
配
慮
も
あ
わ
せ

て
、
実
態
を
踏
ま
え
つ
つ
検
討
し
て
い
る
。

「
行
政
に
よ
る
事
後
チ
ェ
ッ
ク
」
は
、
民
間
に

お
け
る
透
明
性
向
上
や
自
律
的
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
取

り
組
み
を
前
提
と
す
る
、
最
後
の
制
度
へ
の
信
頼

性
の
担
保
で
あ
る
。
行
政
の
役
割
を
一
律
事
前
規

制
か
ら
事
後
チ
ェ
ッ
ク
へ
と
重
点
シ
フ
ト
し
、
検

査
・
監
督
を
今
よ
り
も
メ
リ
ハ
リ
づ
け
て
い
き
た

い
と
考
え
て
い
る
。

公
益
信
託
制
度
改
革

公
益
信
託
制
度
は
、
大
正
時
代
の
法
律
を
全
部

改
正
し
、
公
益
法
人
認
定
法（

注
）と
ほ
ぼ
相
似
形
の
新

法
を
建
て
る
こ
と
を
検
討
し
て
い
る
。

公
益
法
人
よ
り
も
「
軽
量
・
軽
装
備
」
と
い
う

メ
リ
ッ
ト
は
活
か
し
つ
つ
も
、「
公
益
性
」
に
関

す
る
考
え
方
や
規
律
に
つ
い
て
は
、
公
益
法
人
と

整
合
的
に
設
計
し
て
い
く
。

公
益
信
託
制
度
を
抜
本
的
に
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
す

る
以
上
は
、
個
人
的
に
は
、
信
託
件
数
を
倍
増
か

そ
れ
以
上
に
、
と
い
っ
た
野
心
的
な
目
標
を
掲
げ

て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
民
間
公
益
を
推
進

す
る
う
え
で
、
今
後
大
き
な
可
能
性
を
秘
め
て
い

る
と
期
待
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

今
後
に
向
け
て

こ
の
改
革
は
、「
収
支
相
償
」
等
に
対
す
る
積

年
の
不
満
や
混
乱
の
解
消
を
目
指
す
歴
史
的
一
歩

の
踏
み
出
し
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
自
由
と
規

律
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
っ
た
措
置
に
よ
り
、「
収
支

相
償
」
や
「
遊
休
財
産
」
と
い
う
象
徴
的
な
ル
ー

ル
は
改
め
ら
れ
て
も
、
公
益
法
人
の
本
質

─

「
公
益
性
」
は
い
さ
さ
か
も
変
わ
る
も
の
で
は
な

い
こ
と
へ
の
理
解
を
求
め
て
い
き
た
い
。

改
革
を
進
め
て
い
く
に
当
た
っ
て
の
個
人
的
な

信
条
は
、
民
間
の
「
チ
ャ
レ
ン
ジ
ン
グ
」
な
マ
イ

ン
ド
を
抑
え
つ
け
る
よ
う
な
制
度
で
あ
っ
て
い
い

わ
け
は
な
い
、
ま
た
、
法
制
度
を
変
え
て
も
そ
れ

を
執
行
す
る
行
政
職
員
の
意
識
が
変
わ
ら
な
け
れ

ば
意
味
が
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

公
益
法
人
に
対
し
厳
し
い
目
線
の
人
た
ち
も
含

め
、
全
方
位
か
ら
、
国
民
目
線
で
見
て
、「
な
る

ほ
ど
」
と
評
価
し
て
も
ら
え
る
よ
う
な
、「
国
民

の
た
め
の
改
革
」
に
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

（注）正式名称は「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」
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